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チャーティス、ラグビーの慈善試合「チャーティス・カップ」を協賛 

被災地の子ども支援活動をサポート 

 

チャーティスは、2011 年 6 月 11 日に香港で開催されるラグビーのチャリティー・マッチ「チャーティ

ス・カップ」に冠スポンサーとして協賛します。 本大会の入場料収入は東日本大震災の被災地の

子ども達の心のケアを含めた支援活動に充てられます。 

 

「チャーティス・カップ」では、日本やニュージーランド、フィジーなどのアジア太平洋地域選抜選手

により構成される「アジア･パシフィック・バーバリアンズ」と、ヨーロッパやアフリカ各国の選抜選手に

よる「ワールド XV（フィフティーン）」の両チームが対戦します。  日本からは、国内外で活躍する

箕内拓郎選手や、水山尚範選手、金井健雄選手が「アジア･パシフィック・バーバリアンズ」の選抜

メンバーに選出されました。 

 

本試合の入場料収入全額は、タイラー基金（東京都港区）による東日本大震災の被災地域の子ど

も達やそのご家族のストレス緩和に向けた支援を目的とした活動「シャイン・オン！東北の子どもた

ちサポート・プログラム」に寄付されます。同団体は臨床心理士、セラピー・ドッグ、社会心理的介入

が可能なプロの臨床道化師（クリニクラウン）を被災地域の避難所や学校、病院に派遣するなどの

活動をしています。詳しくは http://www.tylershineon.org/ja/ をご参照ください。 

 

チャーティスでは、これまでも様々な形で支援活動を行っており、震災後空路と陸路で 75 トンの救

援物資を被災地域に届ける活動を行いました。親会社の AIG は世界各地の社員からの寄付金額

に同額の上乗せ拠出を行うなどして、合計 330 万ドル（約 2 億 7,000 万円）を赤十字社などに寄付

を行いました。このうち国内の社員から集まった義捐金 2,900 万円は日本赤十字社に寄付しました。

詳しくは http://www.chartis.co.jp/relief_effort/index_j.html をご参照ください。 

 

チャーティスは、今後も損害保険を提供する企業グループとして、お客さまのリスク移転に役立つ

商品やサービスの提供に努めるとともに、自然災害等の発生時には被災地域に対して様々な形で

救援・支援活動を展開してまいります。 

 



■「チャーティス・カップ」概要 

日時 ：2011 年 6 月 11 日（土）17：00～ 

会場 ：香港フットボールクラブ （Hong Kong Football Club) 

入場料 ：大人 300 香港ドル、子供 50 香港ドル 

 

主な出場予定選手 

＜アジア･パシフィック・バーバリアンズ＞  

選手名   所属チーム   代表国 

箕内拓郎  NTT ﾄﾞｺﾓ ﾚｯﾄﾞﾊﾘｹｰﾝｽﾞ（日） 日本 

水山尚範  NTT ﾄﾞｺﾓ ﾚｯﾄﾞﾊﾘｹｰﾝｽﾞ（日） 日本 

金井健雄  ｻﾝﾄﾘｰ ｻﾝｺﾞﾘｱｽ（日）  日本 

Toutai Kefu  元ｸﾎﾞﾀ ｽﾋﾟｱｰｽﾞ   オーストラリア 

Sireli Bobo  Racing Metro 92（仏）  フィジー 

Rupeni Caucaunibuca Toulouse（仏）   フィジー 

Vilimoni Delasau  Toulouse（仏）   フィジー 

 

＜ワールド XV＞  

選手名   所属チーム   代表国 

Mathieu Bastareaud Stade Francais（仏）   フランス 

Serge Betsen  元 London Wasps（英）  フランス 

Josh Lewsey  元 London Wasps（英）  イングランド 

Lesley Vainikolo  Gloucester（英）   イングランド 

Willie Mason  Toulon（仏）   オーストラリア他 

Deon Carstens  Saracens（英）   南アフリカ共和国 

 

 

チャーティスについて 

チャーティス（AIG の損害保険事業部門）は、損害保険業界の世界的なリーダーであり、4,500 万

以上のお客様にサービスを提供しています。90 年の歴史、業界内で際立って多様性に富む商品・

サービスの提供、損害サービスに関する深い専門性、高い財務力により、チャーティスは、法人お

よび個人のお客様に対して、自信を持ってリスク管理サービスの提供を行います。2010 年、チャー

ティスの年間の正味収入保険料は 316 億ドルでした。 

日本では、AIU 保険会社、アメリカンホーム保険会社、富士火災海上保険株式会社、ジェイアイ傷

害火災保険株式会社、チャーティス・コーポレート・ソリューションズ株式会社、テックマークジャパ

ン株式会社、チャーティス・クレイム・ソリューション・ジャパン株式会社などが事業を展開しています。

www.chartis.co.jp 

 


